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優先分野の中小企業に対する税制優遇措置に関する経済財政省のプレス

リリース 

（2019年 1月 8日付プレスリリース） 

カンボジア政府は最近、政府の優先分野の中小企業（Small and Medium-sized Enterprises、以下「SMEs」）

に対する税制優遇措置を発表するプレスリリースを発行しました。これは、2018年 10月 2日付の優先分野

の SMEsに対する税制優遇措置に関する政令第 124.ANKr.BK号の発行に続くものです。プレスリリース及

び政令によると、優先分野は以下を含みます。  

► 農産物又は農業生産品 

► 食品の製造及び加工 

► 国内消耗品の製造、廃棄物リサイクル及び観光分野向け商品の製造 

► 完成品、予備部品又は、組立部品で他の製造事業者に供給する為の製造 

► 情報技術及び情報技術関連サービスに関する研究開発 

► SMEクラスターに所在する企業及び SMEクラスター開発企業 

上記の条件を満たす SMEsは、以下の税制優遇措置を受けることができます。 

► 新規企業登録日、既存企業の税務登録更新日、又は政令が有効になった日から事業所得税（Tax 

on Income、以下「TOI」）、ミニマム税（Minimum Tax、以下「MT」）及び前払事業所得税

（Prepayment of TOI、以下「PTOI」）を含む 3年間の所得税の免除 

 

あるいは、以下のいずれかの条件に該当する場合には、5年間の TOI、MT及び PTOIの免除が受

けられます。 

o 国内の原材料を 60%以上使用 

o 従業員数が 20%以上増加 

o SMEクラスターに所在 

► 損金算入可能額の優遇措置 

o 会計ソフトの費用、従業員に対する会計や技術の研修費用の 200% 

o 生産性を向上する設備又は新技術の購入費用の 150% 

上記の税制優遇措置の対象となる為には、SMEsは規則と税務規定に従い適切な会計記録を保持し、月次

の税務申告書と TOIの申告書を提出する義務を負います。  

優先分野の中小企業に対する税制優遇措置に関する政令についての租税

総局の通達 

（2018年 12月 21日付 GDT通達第 20515号） 

租税総局は、優先分野で事業を行っている SMEsに対して、税制優遇措置の申請に添付が必要な書類及

び情報に関する通達を発行しました。詳細は以下の通りです。 
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必要な書類及び情報 適用される税制優遇措置 

会社の定款 所得税免除及び損金算入可能額の優遇措置 

承認された事業ライセンス、設立証明書及び付加

価値税及び事業登録税（patent tax）の証明書 

所得税免除及び損金算入可能額の優遇措置 

登録企業の事業計画及び財務諸表 所得税免除及び損金算入可能額の優遇措置 

商品又はサービスの購入の契約書や合意書 所得税免除及び損金算入可能額の優遇措置 

雇用契約書及び人員計画 所得税免除及び損金算入可能額の優遇措置 

SMEsの事業所住所が SMEクラスターに所在す

ることを確認する為の賃借契約書又は不動産権

利証書 

所得税免除 

従業員の研修計画 損金算入可能額の優遇措置 

 

2019年度財政法 

（2018年 12月 2日付勅許第 NS/RC/1218/017号） 

2019年度財政法（Law on Financial Management）は、事業所得税における「法人」及び「個人」を定義する

為に、改正租税法の第 5条及び第 7条を改正しています。  

- 新第 5条：法人の TOI は、各課税年度の会計上の実現利益から計算します。新設法人の課税年度は、

事業開始日からその暦年の 12月 31日までになります。非居住者企業が株主である企業は、暦年と異

なる課税年度の使用を申請することができます。  

個人の TOIは、各課税年度の実総収入から計算します。 

- 新第 7条（1）：課税所得は、法人又は個人によるあらゆる種類の事業活動及び非事業活動のすべての

結果から得られる純利益であり、キャピタルゲイン、受取利息、家賃収入、ロイヤルティ、金融収益や不動

産を含む投資資産からの収益を含みます。 

法人の課税所得は会計上の利益に必要な調整を行った額をもとに決定され、個人の課税所得は課税年

度における総収入から政令に規定された控除可能費用を差し引いた額に基づき決定されます。 

本条は更に、徴税の規定と手続は経済財政省の省令により決定されることについても触れています。 

ベトナム及びインドネシアとのカンボジアの租税条約の批准 

（2018年 12月 12日付勅許第 NS/RC/1218/019号） 

カンボジアは既に、2018年3月31日にベトナムと、2017年10月23日にインドネシアとの租税条約（Double 

Taxation Agreements、以下「DTAs」）に署名した旨の勅許が公表されています。 
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中国、ブルネイ及びベトナムとのカンボジアの租税条約に関する租税総局の

プレスリリース 

（2018年 12月 27日付プレスリリース） 

租税総局は、中国、ブルネイ及びベトナムとのカンボジアの DTAsが 2019年 1月 1日から有効になる旨の

プレスリリースを公表しています。 

年功手当に関する労働職業訓練省のプレスリリース 

（2018年 12月 28日付プレスリリース） 

労働職業訓練省（Ministry of Labor and Vocational Training、以下「MLVT」）が発行した 2018年 9月 21

日付の年功手当（seniority payments）に関する省令第 443号に加え、MLVTは、無期契約のもとで勤務す

る従業員及び労働者は、2019年 6月以降開始する年 2回の年功手当の受給資格を有すること明確にしま

した。 

2019年より前の遡及的な年功手当については、MLVT は、従業員及び労働者への適切な支払いスケジュ

ールの決定のため、引き続き民間部門と協議をしています。 
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